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第４回定例会会議録 

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月  ５ 日 （ 金 ） 

開  議  午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 

○議長（内堀喜代志君）   これより本会議を再開します。  

 ただいまの出席議員は１４名、全員の出席であります。  

 理事者側も全員の出席であります。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。  

 

－－－日程第１  議案第９４号  固定資産評価審査委員会委員の選任について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１  議案第９４号  固定資産評価審査委員会委員の選任

についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 お諮りします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異

議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、議案第９４号を採決します。  

 本案はこれに同意することに賛成の方は挙手願います。  

（賛成者挙手）    

 挙手多数です。よって、議案第９４号  固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いては、同意することに決定しました。  

 

－－－日程第２  議案第９５号  教育委員会委員の任命について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２  議案第９５号  教育委員会委員の任命についてを議

題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 お諮りします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、議案第９５号を採決します。  

 本案はこれに同意することに賛成の方は挙手願います。  

（賛成者挙手）    

 挙手多数です。よって、議案第９５号  教育委員会委員の任命については、同意

することに決定しました。  

 

－－－日程第３  議案第９６号  浅ろく水道企業団規約の変更について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第３  議案第９６号  浅ろく水道企業団規約の変更につい

てを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。討論はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから議案第９６号を採決します。  

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。  

（賛成者挙手）    

 挙手多数です。よって、議案第９６号  浅ろく水道企業団規約の変更については、

原案のとおり可決されました。  

 

－－－日程第４  議案第９７号  第６次御代田町長期振興計画構想案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第４  議案第９７号  第６次御代田町長期振興計画基本構

想案についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第５  議案第９８号  令和７年度  県補助  ＧＩＧＡスクール構想  

一人一台端末購入契約について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第５  議案第９８号  令和７年度  県補助  ＧＩＧＡス

クール構想一人一台端末購入契約についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第６  議案第９９号  御代田町犯罪被害者等支援条例の制定案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第６  議案第９９号  御代田町犯罪被害者等支援条例の制

定案についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第７  議案第１０１号  御代田町営駐車場条例の一部を改正する条例案  

について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第７  議案第１０１号  御代田町営駐車場条例の一部を改

正する条例案についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第８  議案第１０２号  御代田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育  

事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第８  議案第１０２号  御代田町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例案に

ついてを議題とします。  
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 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

 市村議員。  

○１２番（市村千恵子君）   議席番号１２番、市村千恵子です。１点ちょっとお聞きした

いと思います。  

 この第２条、３条のところに出てきます保育士または地域限定保育士を加えると

いうことがあるんですけれども、この地域限定保育士というものはどういうものに

なるのか、お聞かせいただきたいと思います。  

○議長（内堀喜代志君）   小林町民課長。  

○町民課長（小林達佳君）   お答えいたします。  

 地域限定保育士制度につきましては、今まで国家戦略特別区域法に基づく特例措

置であった制度が一般制度化されたものになります。  

 この中の地域限定保育士とは、特定の都道府県等においてのみ保育士と同様に業

務を行うことができるもので、具体的には、都道府県等において保育士の確保のた

めの措置を講じても、なお、その区域内において保育士が不足するおそれが特に大

きいときは、都道府県等が試験実施方法書を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、

その方法書に定めた試験を実施します。その試験に合格し、地域限定保育士登録し

た者は、登録を行った都道府県等の管轄する区域内に限り業務を行うことができる

ものです。現在、長野県では、地域限定保育士の予定はないとのことですが、児童

福祉法の改正がされたことに伴い条例改正をするものでございます。  

 なお、地域限定保育士は、登録後３年経過し、かつ一定期間以上地域限定保育士

の業務に従事した場合には、申請により通常の保育士登録が受けられ、当該都道府

県等以外でも業務を行うことが可能となるものでございます。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   市村議員。  

○１２番（市村千恵子君）   終わります。  

○議長（内堀喜代志君）   ほかに質疑はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第９  議案第１０３号  御代田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する  
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基準を定める条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第９  議案第１０３号  御代田町家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてを議題としま

す。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１０  議案第１０４号  令和７年度御代田町一般会計補正予算案（第５号）  

について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１０  議案第１０４号  令和７年度御代田町一般会計補

正予算案（第５号）についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

 市村議員。  

○１２番（市村千恵子君）   議席番号１２番、市村千恵子です。すみません、数点お聞き

したいんですけれども、まずは６６ページでよろしいでしょうか。  

 款３民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費の説明の欄ですけど、地域型

保育給付費３ ,５９２万３ ,０００円の減額理由は、休止との提案理由の説明があり

ましたけれども、休止になったことで在園児の受入れというのは問題なくできたの

か、また再開の見通しはあるかということをお聞きしたいと思います。  

 次 で す け ど も 、 そ の 下 の ほ う の 幼 稚 園 振 興 経 費 の 施 設 型 給 付 費 ５ １ ８ 万

６ ,０００円の増額の理由と人数、その下の認定こども園振興経費の施設型給付費

５１６万５ ,０００円の減額理由と人数について、またそれぞれ幼稚園振興経費、

認定こども園振興経費の園はどこになるのかをお願いしたいと思います。  

 続きまして、７０ページ、款８土木費、項４都市計画費、目１都市計画費の備考

の 説 明 の ほ う の １ ８ ０ ５ ０ 無 電 柱 化 ま ち づ く り 促 進 事 業 補 助 金 の ４ ６ ４ 万

２ ,０００円の内容についてですけど、これ当初予算で１億円が計上されてたと思

うんですけれど、この増額になった内容についてをお願いしたいと思います。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   小林町民課長。  
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○町民課長（小林達佳君）   それではお答えいたします。  

 地域型保育給付費のことについてお答えさせていただきます。  

 本給付費は、施設の規模や子どもの年齢により定められた基本分単価及び各園で

実施している事業に関する加算など、国が定める公定価格等に基づき、小規模保育

事業所に負担金として支出をしているものです。市村議員のご質問の休止に伴う在

園児の受入れにつきましては、同園の系列認可保育所で受け入れ、新規申込み児童

に対しましては、説明会を開催の上、同園系列の認可保育所及び他園等で全て受入

れをしているところでございます。なお、８年度からは再開の見込みということで

お聞きしているところです。  

 続きまして、幼稚園振興費施設型給付費についてお答えさせていただきます。  

 幼稚園振興経費の施設型給付費は、新制度移行幼稚園に通う子どもの教育・保育

に要する費用に対し、公費負担として公定価格に基づき支出をしているものです。

町内には新制度に移行した幼稚園はございませんが、町外の移行幼稚園に通園され

ているお子様がいらっしゃいます。  

 今回増額要因となったのは、小諸市のしらかば幼稚園、軽井沢町の軽井沢幼稚園

に通園されているお子さんが、御代田町に転入をし、引き続きそれらの園に通園す

ることとなったことにより増額となっております。  

 また、人数につきましては、しらかば幼稚園が１名、軽井沢幼稚園が２名の増員

となっているところです。そのほか、小諸市の野岸幼稚園で満３歳児１名の入園に

より、あわせて増額となっているところです。こちら現在の利用につきましては

４園ございます。暁の星幼稚園、小諸野岸幼稚園、しらかば幼稚園、軽井沢幼稚園

の４園となっております。  

 その次の認定こども園振興経費、施設型給付費についてでございます。  

 こちらの施設型給付費につきましても、先ほど、移行幼稚園と同様に、認定こど

も園に通う子どもの教育・保育に要する費用に対し、公費負担として公定価格等に

基づき支出しているものでございます。同じく、町内には認定こども園はございま

せんが、町外の認定こども園に通園されているお子様がいらっしゃいます。  

 今回減額の要因となったのは、佐久市の佐久幼稚園へ通園を希望されたお子様に

ついて、希望する認定区分が、保育認定から教育標準時間認定となったことによる

ものです。佐久幼稚園の場合、保育認定の単価に比べ、教育標準時間認定の単価の
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ほうが低いため減額となります。佐久幼稚園に現在入園しているお子様は３名いら

っしゃいます。現在の利用の園の状況ですが、こちら６園ございます。みすず幼稚

園、小諸幼稚園、佐久幼稚園、浅科幼稚園、岩村田北保育園、ちいろばの杜でござ

います。  

 幼稚園振興経費及び認定こども園振興経費ともに、令和７年度公定価格による令

和６年度との単価差額につきましては、本補正で対応させていただきましたが、人

事院勧告に基づき示される改正後の令和７年度公定価格単価は、これから示される

ことになります。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   金井建設水道課長。  

○建設水道課長（金井英明君）   無電柱化まちづくり促進事業補助金について説明いたし

ます。  

 本事業は、社会資本整備総合交付金の無電柱化まちづくり促進事業を活用してお

ります。この事業は、市街地開発事業等における新たに設置する電柱の抑制を図る

ため、民間開発事業者が実施する無電柱化に対する支援を行い、地方公共団体と連

携を図る事業です。事業費の３分の２が国、町の補助対象費用となり、国２分の１、

町２分の１となります。  

 本年度補助金交付対象となっている旧役場庁舎跡地を含む開発事業者による無電

柱化は、昨年の国の補助金要望時点では、事業費１億５ ,０００万円を予定し、補

助金上限額である事業費の３分の２の１億円に対して、その２分の１に当たる

５ ,０００万円を国庫補助として要望いたしました。その後、人件費や資材費の高

騰が重なり、事業費の見込額が１億８ ,０００万円になるとの連絡を受け、長野県

に要望の増額を確認したところ、他市町村で不用額が生じましたので、国費として

２３１万円を追加要望いたしました。事業費の増額として４６２万２ ,０００円の

増額を予定しているものでございます。  

○議長（内堀喜代志君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   終わります。  

○議長（内堀喜代志君）   内堀綾子議員。  

○２番（内堀綾子君）   議席番号２、内堀綾子です。議案第１０４号  令和７年度御代田

町一般会計補正予算について、１件目、タブレットで６６ページ、紙ベースですと
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１６ページになります。  

 款３民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費、説明欄の１２０６０、私立

保育所保育委託料１ ,９６４万円増額の理由説明を求めます。  

 次、タブレット６７ページ、款４衛生費、項１保健衛生費、目４環境衛生費、説

明欄の２７００１、御代田町小沼水道事業会計繰出金６ ,７５０万円、蟻ケ沢水源

の工事関連かと思いますが、一般会計からの繰り出しの理由説明を求めます。  

 次、タブレット６８ページ、紙ベースでは１８ページになります。  

 款４衛生費、項２清掃費、目２浅麓衛生センター費、説明欄の浅麓環境施設組合

等経費１ ,３６１万８ ,０００円の減額理由の説明を求めます。  

 次、タブレット６９ページ、款６農林水産費、項３農地費、目２土地改良維持費

２４７万８ ,０００円、維持補修の場所と補修内容の説明を求めます。  

 次、タブレットで６９ページ、款７商工費、項１商工費、目２観光費、イベント

運営業務委託料４１万２ ,０００円、予算要求の起案日といつ行うのか内容、委託

業者等参加の予測はどのくらいになるか、お知らせください。  

 次、タブレット７０ページ、紙ベースでは２０ページになります。  

 款８土木費、項４都市計画費、目１都市計画総務費、御代田町無電柱化まちづく

り促進事業補助金４６４万２ ,０００円、この予算要求の起案日のほう説明を求め

ます。起案日をお知らせください。  

 次、タブレット７０ページ、紙ベース２０ページ、款８土木費、項５住宅費、目

１住宅管理費、開発指導建築管理経費、道路後退用地購入費３０万５ ,０００円、

購入単価と平米をお知らせください。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   小林町民課長。  

○町民課長（小林達佳君）   それではお答えいたします。  

 ６６ページ、私立保育所保育委託料の増額の理由についてでございます。  

 本委託料は、施設の規模や子どもの年齢により定められた基本分担化及び各県で

実施している事業に関する加算など、国が定める公定価格等に基づき、認可保育所

に委託費として支出をしています。その中には、そこに勤務する保育士の平均経験

年数に基づき、加算等された額も含まれております。当初予算計上時の公定価格は、

翌年度の単価が前年度末に示されるため、当初予算計上時、予算年度の単価はまだ
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示されておらず、令和７年度の予算は令和６年度単価や加算率で計上をさせていた

だいたとこでございます。  

 また、平均経験年数による加算は、その園に勤務する職員１人当たりの平均経験

年数に応じ決定する加算率で算出されますが、これも当初予算計上時には見込みで

算出するため、予算執行において変更となる場合がございます。今回の増額は、そ

の７年度公定価格による６年度との単価差額、また平均経験年数による加算率が増

加した園が複数あり、最大９％増となった園があることなどから増額を補正計上さ

せていただいているとこでございます。  

 なお、平均経験年数による加算の加算率は県の認定となります。９月２６日に当

初申請をし、現在県で審査中でございます。おおむね申請どおりの認定の見込みと

して算出していますが、この加算につきましては、例年この時期の認定となります

ので、今回の補正予算計上とさせていただきました。  

 また、公定価格につきましては、子ども・子育て支援法等により定められており、

価格決定には人事院勧告に基づき、例年、年末頃に人事院勧告を加味した単価が示

されるため、今年度も今後単価の変更が示される予定でございます。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   金井建設水道課長。  

○建 設水 道課 長（ 金 井英 明君 ）   款４ 衛 生費 、 御 代田 町小 沼 水道 事業 会計 繰出 金

６ ,７５０万円の増額について説明いたします。  

 一般会計出資金は、公営企業の経営の健全化を促進し、その経営の基盤を強化す

るため、公営企業繰出金を計上することができる事業として、公共用水域の汚濁に

起因する物資等を除去するための施設整備事業で、今回の蟻ケ沢水源クリプト対策

紫外線処理施設設置工事が対象となります。工事費１億８ ,０００万円を国補正予

算に要望し、そのうち国庫補助金は事業費の４分の１の４ ,５００万円、残る１億

３ ,５００万円のうち２分の１の６ ,７５０万円は一般会計出資債を利用し、町から

水道企業会計へ繰出しをするものです。残る２分の１は水道事業債となります。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   小林町民課長。  

○町民課長（小林達佳君）   ６８ページ、お願いいたします。  

 款４衛生費、項２清掃費、目２浅麓衛生センター費でございます。１ ,３６１万
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８ ,０００円の減額の理由でございます。  

 こちらにつきましては、令和６年度浅麓環境施設組合一般会計歳入歳出決算によ

るものでございます。令和６年度決算余剰金を令和７年度予算に繰り越し、繰り越

した額を構成市町分担金から減額したためとなります。令和６年度決算余剰金が発

生した主な要因といたしましては、国のエネルギー価格激変緩和対策事業が継続さ

れたことにより、当初見込んでいた燃料費及び光熱水費が大幅に減額となり不用と

なったためです。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   浅川産業経済課長。  

○産業経済課長（浅川英樹君）   それでは議案書の６９ページ、お願いいたします。  

 款６農林水産費、項３農地費、目２土地改良維持費２４７万８ ,０００円のご質

問いただきました。お答えをいたします。  

 こちらの土地改良維持費ですが、町で管理をします農道ですとか、用水路などの

維持改修費用でございまして、年度当初から計画をしている維持改修工事ですとか、

不測の事態により緊急で補修が必要となった農道の路面崩落ですとか、水路の土砂

除去などに対応するため支出をしているものでございます。今年度は、倒木による

水路の閉塞や農道の路面の砕石が流されるというような緊急修繕が必要な事例が例

年より多く発生し、予算が少なくなっております。  

 今回の補正では、面替地区の上仁桑、中仁桑地区、こちら、湯川橋から面替橋間

の湯川の北側の農地でございますが、そこの水路の土砂除去で約５０万円、それか

ら塩野区の中田地区、こちらは真楽寺の南東側の農地の水路の土砂除去で約２０万

円。それから同じく塩野区の下弥堂地区で、こちらの塩野区のコミュニティセン

ターの南側の農地でございますが、そこの農地の法面の補修で約２５万円の計約

１００万円と、それと不測の事態に備える分として１５０万円の合計２５０万円弱

を増額補正をお願いしているところでございます。  

 続いて、同じく６９ページ、款７項１商工費、目２観光費、イベント運営業務委

託料の関係でございます。  

 こちらの補正の起案日でございますが、１０月１７日でございます。こちらの内

容につきましては、１２月２３日、今月２３日に東京ミッドタウン八重洲の５階ポ

ットラックヤエスで開催をいたします町のＰＲイベントに係る業務委託料となって
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おります。ＰＲイベントでは、参加者へ町内産のそば粉を使用した新そばや伝統料

理、また、ふるさと納税の返礼品となっている飲食物などを提供しながら、交流会

やクイズ大会を通して町を知っていただくことで、移住・定住やふるさと納税を含

めた町のＰＲを行うものでございます。  

 補正額の内訳につきましては、クイズの作成や進行等の業務委託料として３３万

２ ,０ ０ ０ 円 と 、 機 材 等 運 搬 設 置 に 係 る 委 託 料 と し て ８ 万 円 の 合 計 ４ １ 万

２ ,０００円でございます。本補正予算をお認めいただけましたら、契約に進んで

まいりたいというふうに考えております。  

 なお、当該イベントの参加者につきましては、招待者も含めて全体で１５０人程

度を予定しております。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   金井建設水道課長。  

○建設水道課長（金井英明君）   款８項４都市計画費、無電柱化まちづくり促進事業補助

金の起案日は１０月２０日です。  

 続きまして、款８項５住宅費、道路後退用地の購入費になります。こちらは、建

築に伴う道路後退１１件を予定しており、その用地取得費となります。面積は

１２０ｍ ２を予定しております。購入単価は、建築基準法による道路後退取扱要綱

に基づき、買収単価は本年１月１日現在の宅地固定資産税評価額の３０％となりま

す。１筆当たりの平均単価は約２ ,５００円でございます。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   内堀綾子議員。  

○２番（内堀綾子君）   先ほどの款７商工費、項１商工費、目２観光費のイベント運営業

務委託料なんですが、これ予算執行でまだ議決されていないと思いますが、このク

イズ大会に３３万２ ,０００円、その機材について８万円について、ＳＮＳ等で発

信がされているようですが、これはどのような予算の組み方で発信が可能になって

いるんでしょうか。  

○議長（内堀喜代志君）   浅川産業経済課長。  

○産業経済課長（浅川英樹君）   お答えをいたします。  

 こちらの補正予算をお認めいただけなかった場合は、我々のほうでクイズを考え

たりするというところで対応したいというふうに思っています。  
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 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   内堀綾子議員。  

○２番（内堀綾子君）   以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   池田るみ議員。  

○１３番（池田るみ君）   議席番号１３番、池田るみです。１点についてお聞きいたしま

す。  

 議案書６８ページ、款４衛生費 、項２清掃費、目１塵芥処理費、説明欄の

１２０６０、一般廃棄物処理基本計画策定委託料３２万１ ,０００円の増額理由と

策定完了までのスケジュールをお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   小林町民課長。  

○町民課長（小林達佳君）   それではお答えいたします。  

 こちらの増額利用につきましてですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にお

いて、市町村は一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないとされてい

ます。当町の一般廃棄物処理基本計画は、平成２３年度を初年度とした１０年度計

画を策定し、社会状況の変化に応じ、５年ごとに見直しをすることが望ましいとさ

れていることから、前回令和２年度に２回目の見直しをし、５年目となる今年度業

者への委託により計画改正の作業を進めているところでございます。一般廃棄物処

理基本計画は、計画本編と計画の趣旨をまとめた概要版の２種類の作成を委託して

ございますが、今回の増額の理由といたしましては、概要版を全戸配布するための

増刷分として増額をお願いしているとこでございます。  

 町民の皆様には、ごみの分別・資源化にご理解いただき、ごみの減量化にご協力

を頂いておりますが、概要版を全戸配布することで、町民の皆様に当町のごみ処理

の現状と課題を再認識していただき、ごみの減量化・資源化を改めて意識していた

だくことを目的に、全戸配布を予定しているところでございます。  

 今後のスケジュールといたしましては、一般廃棄物処理基本計画の策定には、御

代田町ごみ対策審議会にて審議していただく必要があるため、来年１月にごみ対策

審議会を開催し、一般廃棄物処理基本計画素案を審議していただく予定でございま

す。その後、審議会で頂いた意見を精査し、計画に反映させ、令和８年３月末に策

定完了、成果品納品とする予定でございます。  

 以上です。  
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○議長（内堀喜代志君）   池田るみ議員。  

○１３番（池田るみ君）   以上で終わります。  

○議長（内堀喜代志君）   黒岩  旭議員。  

○４番（黒岩  旭君）   議席番号４番、黒岩  旭です。１点お聞きします。  

 議案書７０ページ、款８土木費、項４都市計画費、目１都市計画総務費、説明欄

１８０５０、住宅耐震改修補助金２９０万の減額なんですけれども、防災の観点か

ら積極的に進めてもらいたい事業だと考えております。改めまして、事業内容と減

額となる理由をお聞かせください。  

○議長（内堀喜代志君）   金井建設水道課長。  

○建設水道課長（金井英明君）   お答えいたします。  

 御代田町木造住宅耐震診断事業実施要綱の規定に基づき、昨年度までに耐震診断

を実施し、本年度に耐震補強工事を実施した家屋に対して、対象工事費の５分の４、

上限額１１５万円を補助いたします。また、町単独事業として、耐震補強工事に付

随した室内外の必要な床や壁などの改修工事に対して、対象工事費の２分の１、上

限額３０万円の補助を行う事業となっております。  

 減額補正の理由につきましては、本事業を活用し、耐震補強工事２件分を当初予

算に計上いたしました。しかし、工事費の高騰等の理由により、２件とも本年度の

工事を見送ることとなり、事業の実施が見込めないため、減額補正をするものでご

ざいます。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   黒岩  旭議員。  

○４番（黒岩  旭君）   終わります。  

○議長（内堀喜代志君）   ほかに質疑はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１１  議案第１０５号  令和７年度御代田町国民健康保険事業勘定  

特別会計補正予算案（第３号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１１  議案第１０５号  令和７年度御代田町国民健康保

険事業勘定特別会計補正予算案（第３号）についてを議題とします。  
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 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１２  議案第１０６号  令和７年度御代田町介護保険事業勘定  

特別会計補正予算案（第３号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１２  議案第１０６号  令和７年度御代田町介護保険事

業勘定特別会計補正予算案（第３号）についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１３  議案第１０７号  令和７年度御代田小沼水道事業会計  

補正予算案（第３号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１３  議案第１０７号  令和７年度御代田小沼水道事業

会計補正予算案（第３号）についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

－－－日程第１４  議案第１０８号  令和７年度御代田町下水道事業会計  

補正予算案（第３号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１４  議案第１０８号  令和７年度御代田町下水道事業

会計補正予算案（第３号）についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第９７号から議案第１０８号ま

では、会議規則第３９条の規定により、お手元に配りました議案付託書のとおり、

それぞれ所管の常任委員会に付託することにしたいと思います。ご異議ございませ
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んか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって、議案付託表のとおり、各常任委員会に付託するこ

とに決定しました。  

 

－－－日程第１５  報告第９号  令和７年度御代田町土地開発公社第１回事業変更計画  

及び第２回補正予算の報告について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１５  報告第９号  令和７年度御代田町土地開発公社第

１回事業変更計画及び第２回補正予算の報告についてを議題とします。  

 これから質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。  

 市村議員。  

○１２番（市村千恵子君）   議席番号１２番、市村千恵子です。１１４ページなんですけ

れども、５ ,５２０万円と帳簿価格、簿価との大きな特別損失が出ているんですけ

れども、この売却に至った経緯についてお聞きしたいと思います。  

○議長（内堀喜代志君）   小林企画財政課長。  

○企画財政課長（小林  靖君）   この当該土地ですが、平成４年に事業の代替地として土

地開発公社で取得をしております。当時は、今回対象になっている土地より広かっ

たわけですが、平成６年に３筆に分筆しまして、そのうち２筆は当時代替地として

処分をしております。  

 この土地なんですけども、これまで、代替地としての需要がなく、いわゆる塩漬

けの状態になっている土地でございます。当時の簿価で７ ,０００万円ほどになっ

ているわけなんですけども、現状土地の傾斜地で立木も相当高いものが相当数ある

ような状況で、先般、不動産業者のほうから宅地開発をしたいというような打診が

ありまして、現状を見てみますと、周りにも宅地開発が進んでいるところでござい

ますし、宅地開発には向いている土地なんだろうということで、価格鑑定をしたと

ころ、現状で１ ,６７５万円という鑑定結果が出ました。今回、特別措置はその簿

価と鑑定結果の差になるわけなんですけども、これまで塩漬けになっておりました

し、現状簿価と当価での売却は難しいということで、それであれば、宅地として活

用されたほうがよろしいだろうということで、土地開発公社理事会に１１月１４日

にお諮りして、入札による売却処分を実施することをお認めいただいたということ
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でございます。  

○議長（内堀喜代志君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   終わります。  

○議長（内堀喜代志君）   ほかに質疑はございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 以上で、令和７年度御代田町土地開発公社第１回事業変更計画及び第２回補正予

算の報告についてを終わります。  

 

－－－日程第１６  陳情第１号  診療報酬・介護報酬及び障害福祉サービス等  

報酬１０％以上の引き上げを求める陳情について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１６  陳情第１号  診療報酬・介護報酬及び障害福祉

サービス等報酬１０％以上の引き上げを求める陳情については、お手元に配りまし

た陳情付託表のとおり、会議規則第９２条及び第９５条の規定により、所管の常任

委員会に付託しますので、審査願います。  

 以上で、本日の日程は全て終了しました。  

 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。  

散  会  午前１０時４２分  


